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香港特別行政区政府と中国政府は 2010 年 5 月、「経済貿易緊密化協定」（以下「ＣＥＰＡ」）補充協定Ⅶに調印し

ました。2003 年にＣＥＰＡが公布されて以来、毎年対象領域が拡大されており、本協定は 2011 年 1 月 1 日から実施

されます。技術検査と製品検査の新規 2 分野を含む金融、観光、医療、建築設計など 19 のサービス分野で 35 項目

の開放措置が決まり、開放済みのサービス分野は 44 分野に拡大します。 
 

◎サービス分野開放措置の主なもの（2011 年 1 月 1 日より実施） 

 

分野 概要 

金融 

・ 香港の銀行は、中国本土で代表事務所の開設 1 年後、全額出資の現地法人または支店の設立

が可能となる。 
・ 中国本土に営業拠点を持つ香港の銀行は、「本土で営業開始後 2 年以上経過」し、且つ「過

去 1 年間の業績が黒字」である場合には、人民元取扱業務が可能となる。 

観光 

・ 香港企業が北京市･上海市で設立した、独資または合弁の旅行会社は、地元住民を対象とし

て、香港･マカオへの団体旅行業務を、試験的に取扱うことが可能となる。 
・ 香港企業が中国本土に設立した航空運輸代理店は、独資、合弁、合作の形態を問わず、国内

線航空券の販売が可能となる。 

医療 

・ 香港の業者は、上海･重慶両市や広東･福建･海南の各省において、独資の病院設立が可能と

なる。また広東省では、療養所運営への参入が可能となる。 
・ 香港の法定資格を持つ 12 の医療専門人材（医師･歯科医･看護師･薬剤師他）は、中国本土に

おいて短期間（最長 3 年、更新可能）であれば就業が可能となる。 

建築設計 
・ 中国本土で一級建築士または一級構造エンジニア資格を取得した香港人は、パートナーとし

て、本土で建築･エンジニアリングの設計事務所設立が可能となる。 
・ 中国本土にある香港独資企業は、設計･デザイン業務を行うことが可能となる。 

技術検査と 
製品検査 

・ 香港政府が認証した機関は、香港で加工された製品を対象に、中国本土の強制認証制度（CCC
認証：輸入製品の安全基準を審査･認定する制度）に基づく測定業務が可能となる。 


